
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ӳ⁸ ᷂ ӓ  ἧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 9 月 30 日 

湖南市 建設経済部 都市政策課 
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・湖南市では、平成 20 年 11月に都市計画マスタープランを策定し、本市の目指すべき将来都市像

を明確にするとともに、その実現に向け各種都市計画制度を活用しながら発展と成長を遂げてき

ました。 

・一方で、昨今の人口減少、少子・高齢社会の進展を踏まえたまちづくりを加速させるため、都市

再生特別措置法が改正されたところであり、都市のコンパクト化を図る手段として、居住機能や

福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的な計画となる「立地適

正化計画」の策定が可能となりました。 

・本市においても将来的な人口減少や超高齢化社会の到来が危惧されているため、都市計画法を中

心とした従来の土地利用のコントロールに加え、都市機能や居住機能の適正な誘導により将来に

わたって快適な生活環境を維持・向上させる「立地適正化計画」を策定し、質の高い生活サービ

スを享受できる都市機能の集積と歩いて暮らせる生活環境の整備を進めます。 
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・立地適正化計画の策定は都市計画区域が対象となりますが、具体的にコンパクト化を目指す対象

は市街化区域となります。 

・この計画は、平成 52年（2040年）の人口、高齢化の状況等を勘案して策定します。 

 

 

 

  

※将来の人口予測は、国立社会保障・人口問題研究所が公表する「日本の地域別将来人口推計（都道府県・市区

町村）」を用いています。推計は、平成 22年の国勢調査をもとに平成 52年まで５年毎に行われています。 

ₒ ⌐ ╘╢ ₓ 

・立地適正化計画の区域 

・住宅及び都市機能増進施設（誘導施設）の立地の適正化に関する基本的な方針 

・居住誘導区域と実現化方策 

・都市機能誘導区域、誘導施設の設定と実現化方策 

・誘導施設の整備に関する事業等 
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・現在の市街地は、石部～三雲は東海道沿い、菩提寺～岩根、下田は県道沿いに発達した集落市街

地を基本に、町営住宅、工業団地造成、民間開発、区画整理等、計画的な整備・開発によって形

成されてきました。 

・旧石部町は町営住宅、民間開発（主に東海道以南）が主で、石部駅近接はあまり関係なく拡大し

てきました。 

・旧甲西町は、湖南工業団地開発（工場＋住宅地）、菩提寺の民間開発誘致、甲西駅開設を契機と

した区画整理など大規模な計画開発が主で、甲西駅周辺は駅近接型の開発となっています。 

・現在は、大規模な開発、市街地拡大は沈静化し、市街地内の宅地化が進展しています。 

・その結果、市街地は分散していますが、それぞれの人口密度は高くコンパクトに集約されていま

す。（図２、３参照） 
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・日常の移動手段は自動車利用が主となっていますが、市内及び隣接市町での従業率が 75％を占

めることもあり、移動距離は三大都市圏並みに短く、生活圏がコンパクトになっています。（図

４、５参照） 

・公共交通の利用割合は低いですが、JR草津線３駅のほか、コミュニティバスが石部駅、甲西駅、

一部、三雲駅を起点に分散する市街地を連結するよう運行しており、公共交通による市街地のカ

バー率は極めて高くなっています。（図７、８参照） 
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・診療所やスーパーなど生活利便施設の多くは分散する市街地毎に分布しているほか、主要な行政

機能は石部駅や甲西駅周辺の周辺部に集積しています。（図９参照） 

・これら施設の徒歩によるサービス圏人口は、福祉・医療施設で市街化区域人口の約５割、商業施

設（総合スーパー）では２割程度に留まっています。（図 10参照） 
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・都市計画マスタープラン（H20.11）では、コンパクトな市街地構造を維持し、都市拠点と生活文

化拠点、地域生活拠点との役割分担により、生活利便性の高い居住環境を形成する方向を示して

います。 

・総合計画においても、３駅周辺市街地を中心とする方向を示しています。 

・公共施設等総合管理計画では、公共施設の最適化、資産の有効活用の方向を示しています。 
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・封鎖人口（自然動態による推移）による将来予測では、市全体の人口はやや減少しますが、市街

地内の人口密度は現状でも非常に高く、将来もさほど低下しません（図 11、12参照） 

・ただ、高齢者は大幅に増加し、65歳以上人口は全体の 1/6 から 1/3 に倍増します。（図 13参照） 

・高齢者の行動特性として、65 歳以上でバス利用、徒歩、自転車の割合が上がる傾向が見られま

す。（図 14参照） 

・これらのことから、高齢者の増加や高齢者の行動特性に配慮した将来の市街地構造を検討する必

要があるといえます。 
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・都市の将来像は、第二次湖南市総合計画に掲げる〈まちの将来像〉を基本に、立地適正化計画で

目指すべき意味を捉え直し、以下の通り設定します。 

 

ₒ ─ ₓ 

 

 

 

 

 

 

・湖南市が今後の社会情勢化においても「きらめき」続けるまちであるためには、市民が主体とな

って活躍できるまちであること、そして市民が誇りと愛着を持ち「暮らし続ける」ことができる

まちであることが重要です。 

・「暮らし続ける」ことができるまちであるためには、買い物や医療・福祉施設の利用など日常の

生活サービスが充実していること、移動の利便性が高いこと、災害や犯罪の少ない安全・安心な

まちであること、地域コミュニティが充実していることが重要です。 

・本市では、主な工業集積地が市内及び隣接都市に集中し、職住が近接するコンパクトな生活圏が

形成されていることから、これらの条件は現時点で概ね確保されていますが、今後も維持され、

さらに利便性の高いまちへとグレードアップしていくため、まちづくりの目標を以下の通り設定

します。 

 

 

ₒ╕∟≠ↄ╡─ ₓ 

 

  

  

 

  ╠⇔╛∆™ ⌂╕∟≠ↄ╡ 

豊かな自然を背景に、居住機能と生活を支える公共施設や生活利便施設が集積する、

暮らしやすいコンパクトなまちづくりを進めます。 

  ≤⌐⅞╦™№┤╣╢ ⌂ ≠ↄ╡ 

JR 駅周辺の中心拠点と分散する市街地の生活拠点との役割分担を進めるとともに、

それぞれの地域固有の歴史・文化、周辺環境を活かした多様な拠点づくりを進めます。 

  ≈⌂⅜╡╩ ╘╢ ≢ ⌂Ⱡ♇♩꞉כ◒≠ↄ╡ 

分散する拠点、市街地の魅力や活力、にぎわいを創出し高めていくため、自動車交通

への過度な依存から脱却した、公共交通を基軸としたネットワークづくりを進めます。 
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・現在の市街地が非常にコンパクトで職住が近接する住みやすい構造になっていますので、JR 草

津線３駅周辺を「中心拠点」、都市計画マスタープランにおける４つの地域生活拠点を「地域拠

点」として位置づけ、将来にわたってこれを維持することを基本としつつ、さらに生活利便性を

高める方向を目指します。 

・ほぼ市街地全体をサービス圏とする公共交通は、現在のサービス水準を維持するとともに、「公

共交通軸」として各市街地の結びつきを強めていきます。 

・なお、市街地外の地域（市街化調整区域）においては、豊かな自然環境や文化資源、農業環境の

保全を前提としつつ、従来からのコミュニティ豊かな生活環境の維持活性化を図ります。 

 

 

  

15 ∆═⅝ ─  
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1 ⁸ ᾚӢḢ ὑ  

・都市機能（高次都市機能、生活サービス機能）は、原則として現存の機能・サービス水準を確保

するとともに、高齢化社会に不可欠な医療・福祉系機能をはじめ新しい機能の新築・移転は、各

拠点内の都市機能誘導区域に誘導し、高齢者が自立しやすい市街地環境を整えていきます。 

・都市機能誘導区域は、各拠点において①関連計画やプロジェクトとの整合、②拠点中心部へのア

クセス性や回遊性、③都市機能の集積状況を勘案して、以下の通り設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16  

※都市機能誘導区域は居住誘導区域（後述）の中に定めますので、居住誘導区域に含めない「災害リスクが高い

エリア」は除かれることになります。 
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2 ᾚ  

・３つの中心拠点、４つの地域拠点それぞれにおいて立地することが望ましい都市機能を以下の通

り設定します。 

・このうち、目標とする市街地構造を実現していく上で特に重要となる機能を「誘導施設」として

定め、既存機能の郊外部への機能流出の防止、新規機能の都市機能誘導区域内への誘導を図るこ

ととします。 

・なお、都市機能誘導区域外に誘導施設と同じ機能を持つ施設を整備する場合、原則として市への

届出が必要となります。 

 ⌐ ∆╢↓≤⅜ ╕⇔™  

 
  

☻ⱦכ◘   

 

ừ ⌂  

 

ה ⁸ ☿fi♃כ  
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כ♃ↄ╡☿fi≠∟╕ה  
 

 

ừ ─ ╩ ≤⇔√ ─

ה ─ ╛ ─ ≤⌂╢

 

ה ☿fi♃⁸כ ☿fi♃כ

 

ừ ─ ⇔√ ╩ ⅎ⁸ │

₁─ ⁸ ╡ ╩☻ⱦכ◘─

↑╢↓≤⅜≢⅝╢  

ה ☿fi♃הכ

⁸◖Ⱶꜙ♬♥▫◘꜡fi  
 

≡  

ừ ─ ╩ ≤⇔√ ⌐

∆╢ ה ─ ╛ ─ ≤

⌂╢  

ה ≡ ☿fi♃כ  

ừ ≥╙╩ ≈ ⅜ ₁─ ≡⌐

╩☻ⱦכ◘⌂ ↑╢↓≤⅜≢⅝╢

 

ה ה ↓≥╙ ה ◒

ꜝⱩה ≡ ☿fi♃הכ   

 

ừ ─◦ꜛ♇Ⱨfi◓♬כ☼⌂

≥⁸ ⌐☼כ♬⌂₁ ⇔√ ™ ⁸

╩ ∆╢  
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⁸  

ừ ₁─ ⌐ ⌂ ⁸

─ ™ ╡⅜≢⅝╢  
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↑╢↓≤⅜≢⅝╢  

ה  
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ה  
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ה ⁸  

ừ ₁─ ⅝ ⇔⁸ ↑ ╣⌂≥⅜≢⅝

╢  

ה ⁸  
 

 

ừ  

ה ⁸  

ừ  

ה ⁸  
 

 

ừ ╩ ≤⇔√ ⱦכ◘

☻─ ≤⌂╢  

ה ⱱ⁸ꜟכ  

ừ ⌐⅔↑╢ ╩ ⅎ╢

≤⌂╢  

ה  
 

※ ：誘導施設（案）  
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3 ⁸ ᾚӢḢК ᾚ ᷂ ᾚ  

・本市では、都市機能誘導区域内における誘導施設の維持・誘導を図るため、必要な施策を実施し

ていきます。 

 

⌐

≠
ↄ

 

ừ ≢ ─ ╩ ℮ ─ ─  

都市機能誘導区域外に誘導施設と同じ機能を持つ施設を整備する場合、原則として

市への届出が必要となります。 

 

ₒ ₓ 

・誘導施設を有する建築物 

ₒ ₓ 

①誘導施設を有する建築物を新築す

る場合 

②建築物を改築し、誘導施設を有する

建築物とする場合 

③建築物の用途を変更し、誘導施設を

有する建築部とする場合 

ừ ⁸ ⁸ ─  

適用対象となる事業や事業用資産の買い替え等がある場合は、これら施策の積極的な

活用を図ります。 

⅜

℮

∆
═
⅝

╩

╗

 

ừ ─  

誘導施設に位置づけられる公共施設の統廃合や新規立地を行う場合は、都市機能誘導

区域内への適正配置を図ります。 

ừ ─  

都市機能誘導区域内で誘導施設の新築、建替えがしやすくなるよう、必要に応じて用

途地域等の変更を行います。 

ừ◖Ⱶꜙ♬♥▫Ᵽ☻ ╘←╢ↄ╪ ─ ה  

利用促進を図りながら現在のサービス水準を維持します。また、都市機能誘導区域内

への機能誘導との整合を図りながら、都市機能誘導区域へのアクセス性を高める見直し

を検討します。 

ừ ─  

都市機能誘導区域内で公共施設の統廃合等で生じる公有地は、新たな誘導施設の用地

として積極的な活用していきます。 

ừ ─  

都市機能立地支援事業、都市再構築戦略事業の対象とならない施設に対する独自の支

援措置を検討します。 
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ᾱ̮ ᾚ  

ü ╡⁸ ┼─ ╩ ⁹ ⅎ≡⁸ ≢╙ ⇔≡ ╘

╢₈○☻☻ⱷ₉─◄ꜞ▪╩ ≤⇔≡ ⇔⁸ ה ╖ ⅎ─

╩ ⁹ 

 

1 ᾱ̮ ᾚӢḢ ὑ  

・新規住宅需要や住み替え需要は、従来通り市街化区域内への誘導を基本としますが、より快適に

住み続けられるよう、公共交通や都市機能の利便性が高いエリアを居住誘導区域として定め、積

極的な誘導を図ります。 

・居住誘導区域は、市街化区域から居住に適さないエリア（①災害リスクが高いエリア（土砂災害

警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域) 、②工業専用地域、工業地域、③準

工業地域のうち土地利用状況等からみて居住に適さないエリア）を除外して、以下の通り設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

17  
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18   
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19   
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2 ᾱ̮ ᾚӢḢК ᾱ̮ ᾚ  

・本市では、居住誘導区域内への居住を誘導するため、住宅取得や転入・転居の促進、居住環境の

向上を図るため、必要な施策を実施していきます。 

 

⌐

≠
ↄ

 

ừ ≢ ─ ╩ ℮ ─ ─  

≢ ─ ─ ╩ ℮ ⁸ ≤⇔≡ ┼─

⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

ₒ ₓ 

①３戸以上の住宅の建築 

②１戸又は２戸の住宅でその規模が

1,000 ㎡以上 

③住宅以外で、人の居住の用に供する

建築物として条例で定めたもの 

ₒ ₓ 

①３戸以上の住宅の建築 

②人の居住の用に供する建築物とし

て条例で定めたもの 

③建築物を改築し、又は建築物の用途

を変更して住宅等（①、②）とする

場合 

⅜

℮

∆
═
⅝

╩

╗

 

ừ ─  

居住環境の維持・向上を図るため、必要に応じて用途地域等の変更、地区計画の指定

を行います。 

ừ◖Ⱶꜙ♬♥▫Ᵽ☻ ╘←╢ↄ╪ ─ ה  

利用促進を図りながら現在のサービス水準を維持します。また、都市機能誘導区域内

への機能誘導との整合を図りながら、都市機能誘導区域へのアクセス性を高める見直し

を検討します。 

ừ ─√╘─ ⌂  

ＵＩＪターンや定住を促進するための情報提供を積極的に行います。また、安心して

住み続けられるよう、災害リスクに対する情報提供を継続的に行います。 

ừ ⅝ ─  

利便性の高いエリアでの居住が継続的に行われるよう、空き家バンク制度の創設など

空き家の有効活用を図ります。 

ừ ─  

家賃補助、住宅購入費補助等、独自の支援措置を検討します。 

 

 


